道路工事施行承認基準
　道路工事施行承認事務取扱要領第４の規定に基づき、道路工事を承認する場合の基準を以下のとおり定める。
　この基準に定めのない事項については、道路構造令のほか、道路管理者が工事を行う場合の技術基準による。
  なお、この基準の施行にあたっては、必要に応じ、地域の実情に基づく運用細則を定めることができる。
第１章　法面埋立、切土工事承認基準
１．承認時における指導事項
宅地造成等のため、道路の法面埋立て又は切土の承認工事申請がなされた場合においては、申請者に対して原則として別図１により道路の現況（改築計画がある場合には当該改築計画）に適合した側溝、ヒューム管、境界ブロック、境界杭その他土木事務所長が必要と認める施設を設置させるとともに、埋立て又は切土後の道路面の舗装をさせるものとする。
２．側溝の構造
前項の規定により申請者に設置させる側溝の構造は、別図２に定める基準によるものとするが、現地の状況等によりこの基準によることが著しく不適切な場合には、「土木構造物標準設計」（昭和61年２月24日建設省技調発第95号）又は県が別に定める基準によるものとする。また、側溝には原則として別図２に定める蓋を設置させるものとし、おおむね10ｍごとにグレーチング蓋を設置させるものとする。
３．ヒューム管の規格
　　第１項の規定により申請者に設置させるヒューム管の規格は、「土木構造物標準設計」に定めるところによる。
４．境界ブロックの規格
第１項の規定により申請者に設置させる境界ブロックは、別図３に定める詳細図による。
５．舗装の構成及び規格
第１項の規定により申請者に施工させる舗装の構成及び規格は、「アスファルト及びコンクリート舗装要綱」又は別に県が定める基準による。
６．盛土、切土の施工高及び縦横断勾配
盛土、切土の施工高及び縦横断勾配は、原則として道路勾配に合わせたものとする。
７．盛土材
盛土材は、土木事務所長の指示する良質な土砂を使用させ、現地盤と盛土をなじませるための段切りを実施し締固めをさせるものとする。
８．植樹帯がある場合
承認工事施工場所に植樹帯があり、樹木が植栽されている場合は、当該樹木を近接植樹帯に移植適応時期を見極め、申請者に移植させること。なお、移植しようとする樹木が根付かない可能性が高い場合、または、倒木のおそれがある場合は、申請者に倒木防止の措置を行わせるとともに、当該樹木が完全に根付くまで注意を払うよう指導すること。また、道路の構造やその他の状況により、やむを得ず倒木防止の措置がとれない場合は、同じ種類の樹木の若木を申請者に植栽させ、当該樹木が完全に根付くまで注意を払うよう指導すること。
９．境界標
工事完了後は、その両端に県が交付または指定する境界標（杭またはプレート）を設置させるものとする。なお、官民境界が明確でない箇所については、関係者立合いのうえ、境界を確定するものとする。
10.自動車が乗り入れる場合
工事完了後造成宅地等へ自動車が乗り入れることとなる場合には、当該自動車乗入口は第２章に定める基準に適合したものとしなければならない。
第２章　自動車乗入口設置工事承認基準
歩道及び自転車歩行者道(以下、「歩道等」という。)は、高齢者、身体障がい者その他の歩行者（車いす、乳母車を利用する者を含む。）及び自転車の安全かつ円滑な通行を確保するために設けたものであるから、これを阻害する構造は避ける必要がある。
この基準は、「歩道における安全かつ円滑な通行の確保について」（平成11年9月10日付け、建設省都街発第57号・同省道企発第78号各都道府県知事他あて建設省都市局長・同省道路局長通達）における「歩道における段差及び勾配に関する基準」を踏まえ、歩道等に乗り入れる場合の基準を定めるものである。
１．乗入口設置箇所
自動車が道路外の施設又は場所に乗り入れるため、歩道等を横断する乗入口設置の道路工事施行承認申請がなされた場合においては、原則として次の各号に掲げる箇所以外の箇所であって、一般通行者の安全が確保される場合においてのみこれを承認することができる。
①横断歩道又は交差点から5m以内の箇所
②横断歩道橋又は地下横断歩道の昇降口から5m以内の箇所
③電車・バス停留所施設から前後10m以内の箇所
④踏切の前後の側端からそれぞれ10m以内の箇所
⑤道路の横断勾配が10％以上である箇所
⑥交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設のある箇所（施設の管　理者がその撤去又は移設に同意した箇所は除く。）
⑦自動車を保管する駐車場、空地等が民地側にない箇所
⑧消防法その他の法令により禁止されている箇所
⑨トンネルの前後各50m以内の箇所
⑩その他道路管理者が支障ありと認めた箇所
２．自動車乗入口の規格及び構造
自動車乗入口の規格及び構造は、原則として表１及び別図４、５、６に定めるところによる。
  表１　　自動車乗入口の舗装等の規格
	区分　　　　タイプ
	Ａ
	Ｂ
	Ｃ

	乗入幅
	4.2ｍ以下
	7.8ｍ以下
	12.0ｍ以下

	隅切り
	Ｒ　１
	0.6ｍ
	0.6ｍ
	

	
	Ｒ　２
	0.6ｍ
	0.6ｍ
	

	コンクリ
ート舗装
	表　層
	10cm
(σ28=210kg/㎠以上)
	15cm
（σ28=210kg/㎠以上）
	20cm
（σ28=210kg/㎠以上）

	
	路　盤
	10cm
（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30～0）
	15cm
（粒調砕石40～0）
	20cm
（粒調砕石40～0）


	アスファ
ルト舗装
	表　層
	４cm
細粒又は密粒Ａs
	５cm
細粒又は密粒Ａs
	細粒又は細粒Ａs５cm
粗粒度Aｓ５cm

	
	路　盤
	１５cm
（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30～0）
	１０cm
（粒調砕石30～０）
１０cm
（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30～０）
	１０cm
（粒調砕石30～０）
１５cm
（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30～０）

	側　　　溝
	車　　　道　　　用

	側溝鋼製蓋
	Ｔ－２０
	Ｔ－２５


  注１）乗り入れ幅及び隅切りには、歩車道境界に設置するコンクリートブロック間の必要最小限の施工継ぎ目を認める。    
　　２）上記舗装構成は、路床の良好な場合を想定しているので、不良の場合は、別途補強対策を講じること。
  　３）積雪寒冷地において必要と認められる場合は、凍上抑制層の設置を指導すること。その際は、道路設計要領の凍上抑制層の項に基づくものとする。
　　４）タイプＡ、Ｂ、Ｃの区分は、表２に示す車両の乗り入れを基本とする。
     表２  各タイプの区分
	
	タイプＡ
	タイプＢ
	タイプＣ

	車種等

	乗用車
小型貨物自動車
（車幅1.8ｍ程度以下）
	普通貨物自動車
（6.5ｔ積以下）
	大型・中型貨物自動車
大型バス（３０人乗り）
（6.5ｔ積を超えるもの）

	摘要

	１．タイプＡ、Ｂ、Ｃの選択は、通常乗り入れが想定されている車両により決定する。
２．「通常乗り入れが想定されている」とは、乗入先に当該車両が駐車するための区画等が明確にされている場合をいう。

	（参考）
用途等

	住宅
一般店舗　など
上記は、小型自動車を１～３台有している住宅又は店舗をいう。

	コンビニエンスストア
大型店舗　など
上記は、多数の小型自動車が乗り入れする店舗をいう。

	ガソリンスタンド
大規模商業施設
大規模工場など
上記は、大型車の乗り入れを必要とする施設または、多数の中、大型自動車が常態的に乗り入れる施設をいう。


３．自動車乗入口の数
（１）自動車乗入口は、原則として１施設または場所につき１箇所とする。
（２）ガソリンスタンド、駐車場、コンビニエンスストア等自動車の出入りが多い施設であって、自動車乗入口を複数設けることで、車道及び歩道等の通行の安全かつ円滑化に資すると判断される場合であって、かつ自動車乗入口を設けようとする区画の形状が、表３に定める相当の接道間口（県管理道路に接する部分の延長）を有する場合においては複数の自動車乗入口を認めることができる。
表３　自動車乗入口の数
	
	ﾀｲﾌﾟＡ（4.2ｍ以下）
	ﾀｲﾌﾟＢ（7.8ｍ以下）
	ﾀｲﾌﾟＣ（12.0m以下）

	２カ所
	Ｌ≧25m
	Ｌ≧30m
	Ｌ≧35m

	３カ所
	Ｌ≧50m
	－

	備　考

	１　タイプＡからＣの区分は、表１に示す「自動車乗入口の舗装等の規格」を参照すること。
２　表中、Ｌは、県管理道路に接する部分の延長を示し、原則として官民境界（自動車乗入口を設けようとする土地とこれに接する一路線。ただし、交差点で区切られる一辺。）の長さとする。
  　ただし、各区分において自動車乗入口をサイズダウンする場合においてはこの限りではない。
３　以下については、個別にその適否について判断する。
  　①タイプＣの自動車乗入口を３カ所設けようとする場合
　　②自動車乗入口を４カ所以上設けようとする大規模な開発
　　③定常的に乗り入れる車両が車両制限令に定める規格を超える特殊車両である場合


４．側溝等の設置
（１）乗り入れ箇所に側溝または水路がある場合（素掘りも含む）は、表１及び別図２（１）に示す側溝及び蓋を設置させること。また、水路の移設が必要となる場合は適当な箇所へ移設させること。
（２）乗り入れ箇所に既に側溝・蓋がある場合で、当該側溝の強度が自動車の乗り入れに耐えないときにおいても、（１）と同様とする。
５．乗入角度
　乗入角度は、90°を原則とする。
６．土工、舗装等
自動車乗入口の土工、舗装等は「アスファルト及びコンクリート舗装要綱」又は別に県が定める基準による。
７．隣接する自動車乗入口との間隔
（１）自動車乗入口を複数設置しようとする場合、その間隔（隅切を設ける場合にあっては、それらの隅切の間）は、原則５ｍ以上離すものとする。また、隣接する他の自動車乗入口との間隔についても同様とする。
　　　ただし、当該申請者以外の申請等により設けられた別の区画の自動車乗入口であって、区画の構造が明確に区分され、安全上支障がないと認められる場合はこの限りではない。
    （２）隣接土地との境界からは、共同で一の自動車乗入口を設けようとする場合を除き、原則３ｍ以上の間隔を確保するよう努めるものとする。
８．乗り入れ規制ブロックの設置
（１）自動車乗入口の設置に伴い通行者の安全の確保及び道路保全上必要がある場合は、道路または自動車乗入口を設けようとする民地側に乗り入れ規制ブロック、ポール等を設置させるなど、これを図るものとする。
　　（２）タイプＢ及びＣの自動車乗入口を複数設置しようとする場合においては、原則設置させるものとする。
９．交通安全施設等の設置
土木事務所長は、表２によるタイプＣの自動車乗入口の設置を承認するにあたって必要と認める時は、申請者に対して、照明灯（道路照明施設設置基準に適合するもの）その他の交通安全施設を設置させるものとする。この場合において、民地側に有効な場所がなく、やむを得ず道路を占用する必要がある場合には、照明灯の設置のため道路占用の許可申請手続を行わせるものとする。
第３章　道路の構造に関する承認基準
　承認工事により道路の新設、改築等を行なう場合で、道路の区域を変更する必要が生じる場合の道路の構造は、原則として道路構造令第３条の規定による道路の区分によること。
第４章　別図編
（１）上記工事を施行するに際しては下記の別図によらなければならない。
（２）ただし、製品入手が困難な場合や現地状況が標準図と著しく異なる場合及び、別図以外の方法により工事を施行する相当な理由があり、その方法によることが道路施設の安全確保の観点から問題ないと判断される場合については、この限りではない。その際の製品は、市場に流通しているもので、中等以上の品質を保持するものを使用するよう指示すること。
別図１　　法面埋立、切土の場合の条件図
（1）法面埋立の場合
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　①法肩に側溝がある場合
　　　条　件
・地先境界ブロック（別図３）　　　　　の設置
・埋立面の簡易舗装（既設路　　　　　　面が軽舗装の場合は軽舗装）
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②法尻に側溝（素掘を含む。）が
ある場合（高低差が比較的小さ　　　　　い場合）
条　件
・水路敷高を合致させた側溝　　　　　　（別図２（4））の設置
・埋立面の舗装は(1)に同じ。
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③法尻に側溝（素掘を含む。）がある
場合（高低差が比較的大きい場合）
条　件
・既設側溝断面の1.2倍の断面を          もち、かつ内径30cm以上のヒュ
　ーム管の布設（既設側溝は取り
  壊すこと。）
・側溝（別図２）の布設
・土木事務所長が指示する箇所への
集水桝の設置（おおむね20ｍピッチ）
・埋立面の舗装は①に同じ。
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④擁壁（ブロック、石積を含む。）と併　　　用の側溝（素掘を含む。）がある場合
条　件
・既設擁壁を取り壊すか埋め殺すかにつ　　　いては土木事務所長の指示による。
・その他の条件は③に同じ。
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⑤歩車道境界に排水溝がある場合
条　件
・①に同じ。
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⑥既設側溝（素掘を含む。）はないが、　　　前又は後に流末処理ができる排水　　　　　路がある法面の場合
条　件
・側溝（別図２）の設置
・埋立面の舗装は①に同じ。
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⑦既設側溝（素掘を含む。）がなく、　　　　かつ前後ともに流末処理のための
　排水路がない法面の場合
条　件
・原則として⑥と同様とする。ただ　　  し、⑥の条件によることが著しく不
適切である場合にあっては、次の条 

件によりプレキャストを設置させる
ことができる。
・埋立による湛水防止のためのプレキ       ャスト
Ｕ字型側溝の民地側への仮布設
・地先境界ブロック（別図３）の設置
・埋立面の舗装は①に同じ。
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⑧民地側盛土を高盛土とする場合
条　件
①～⑦までの条件に加えて
・境界より30cm平地をつくるとともに
土木事務所長の指示により法面を保
護すること。
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（2）法面切土の場合　　　　　　　　　
①既設側溝（素掘も含む。）があり民地側切土の場合
条　件
（1）の①に同じ。
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流末がある場合

②既設側溝（素掘を含む。）がな      　　く、民地側切土の場合
条　件
(1)の⑥又は⑦に同じ。
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流末がない場合


別図２　側溝構造図

側溝・側溝蓋については、下記によるほか、道路の安全上問題がないと認められる場合は、可変側溝の使用を認めることができる。
安全な歩行を確保する必要がある場合は、原則として滑り止め付き、細目タイプのグレーチングを設置させること。
（1）車道に接し、大型車の出入が予想される場合
Ｕ４－300×400とＵ4－400×500の例
[image: image1.emf]D13ctc300(200)

D

1

3

c

t

c

3

0

0

(

2

0

0

)

600

150 300 150

5

0

2

@

2

2

5

=

4

5

0

5

0

1

5

0

4

0

0

5

5

0

1

0

0

50

50

50

50

700

600

2@250=500

D13ctc300(200)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

受枠ﾎﾞﾙﾄ付

横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)

（

2

@

2

7

5

=

5

5

0

)

（2@300=600）

(

5

0

0

)

(400)

(700)

(

6

5

0

)

(700)

(800)

Ｕ４－３００×４００ （Ｕ４－４００×５００）


※（　　）書は400×500の場合
※　蓋は、コンクリート蓋（Ｃ２型）では耐えられないので受枠ボルト付横断用グレーチング（Ｔ－25）を使用する。
基礎はコンクリート（t＝100）とする。
（2）車道に接し、普通乗用車程度の荷重を受ける場合
ＰＵ３型（ＪＩＳ　Ａ5345　２種）　ＰＣ４型（ＪＩＳ　Ａ5346　２種）
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（3）歩道に接し、歩行者、自転車のみの場合
ＰＵ型（ＪＩＳ　Ａ5345　１種）　　ＰＣ３型（ＪＩＳ　Ａ5346　１種）
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（注）
Ｈについては、（1）は標準400mm、（2）、（3）は300mmとする。ただし、縦断勾配、用排水兼用敷高等の関係からこれより深くなる場合は、500mmまでは「土木構造物標準設計」を基準とし、500mmをこえる場合は応力計算をしてタイプを決定すること。
(4)路面と水路敷との落差が大きい場合及びＰＵ側溝が使用不可の場合
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（5）歩道用側溝の補強標準図
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※　単位はｍｍ。
既設の壁厚が200ｍｍ以上である場合は補強の必要なし。
ただし、アゴの打ち替え必要の場合有り（蓋交換）。
側溝が二次製品の場合ハツリ工法は不可。
側壁にコンクリートの継ぎ足し等の補強をすること。
別図３　　地先境界ブロック
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別図４　　乗入れ施設標準図
（1）フラットの場合
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（2）マウントアップの場合
（植樹帯がある場合は、付近の既設乗入れ口の構造に準じ、すりつけ又はブロック巻込みとする。）
①すりつけの場合
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（注）
原則
１　ａ≧1.Oｍ
２　ｂ区間の勾配は、８％～15％とする。
３　乗入れ部は、テーパーブロックを使用すること。
②ブロック巻込みの場合
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別図５　　乗入れコンクリート舗装配筋図（歩道幅員1.70ｍの場合）
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別図６　　ガッター工
（1）マウントアップの場合
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（2）フラットの場合
（イ）
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（注）ｙは既設と同一とする。

